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全教・枚方教組に加入して力を合わせましょう 

票
に
突
入
し
て
い
た
」 

「
11
月
3
連
休
後
に
事
態
が
大

き
く
変
わ
っ
て
も
、
「
静
か
な
会

食
を
」
と
弱
い
も
の
に
と
ど
ま
っ

た
。」 

「
11
／
18
の
府
の
対
策
協
議
会

で
12
月
上
旬
に
重
症
者
病
床
が

あ
ふ
れ
る
試
算
も
、
軽
視
さ
れ

た
」
と
指
摘
。 

 

対
応
が
後
手
に
ま
わ
り
、
肝
い

り
の
「
大
阪
コ
ロ
ナ
重
症
セ
ン
タ

ー
」
も
看
護
師
不
足
で
、
自
衛
隊
、

全
国
自
治
体
か
ら
の
期
限
付
き

応
援
で
、
一
部
開
設
が
や
っ
と
。 

 

対
応
の
遅
れ
か
ら
、
重
症
者
の

急
増
に
追
い
つ
か
な
い
実
態
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
対
策
の
一
部
改
訂 

従
来
通
り
の
服
務
扱
い 

市
教
委
は
12
月
10
日
に
「
学
校

の
教
育
活
動
を
再
開
す
る
に
あ
た

っ
て
」
で
、
一
部
補
足
や
変
更
し
た

も
の
を
発
出
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
中
で
、
保
護
者
参
加
の
授
業

参
観
や
教
職
員
の
他
校
へ
の
参
観

を
当
面
中
止
す
る
こ
と
な
ど
に
加

え
て
、
教
職
員
の
服
務
に
つ
い
て
も

従
来
通
り
の
対
応
が
載
っ
て
い
ま

す
。 下

の
表
に
掲
載
し
て
い
る
以
外

で
も
、
コ
ロ
ナ
感
染
対
策
と
し
て
、

公
共
交
通
機
関
で
通
勤
し
て
い
る

教
職
員
に
は
、
従
来
通
り
、
時
差
出

勤
が
適
用
で
き
ま
す
。 

大
阪
で
、
子
ど
も
学
校
に

感
染
拡
大 

大
阪
市
で
は
、
11
月
に
小
中
高

で
、
95
人
が
感
染
、
１
５
の
校
園
が

休
校
し
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
最
多
の

８
月
よ
り
、
２
倍
に
増
加
し
て
い
ま

す
。 枚

方
で
も
、
児
童
生
徒
の
感
染
者

が
出
て
お
り
、
高
校
で
ク
ラ
ス
タ
ー

も
発
生
し
て
い
ま
す
。 

心
が
け
に
と
ど
ま
ら
な
い 

教
職
員
の
感
染
対
策
こ
そ 

市
教
委
の
「
再
開
す
る
に
あ
た
っ

て
の
文
書
で
は
、
教
職
員
の
感
染
対

策
に
つ
い
て
、
「
発
熱
な
ど
風
症
状

の
あ
る
場
合
は
出
勤
せ
ず
に
、
体
調

回
復
に
努
め
る
こ
と
。
」
と
し
て
い

コ
ロ
ナ
感
染
者
急
増
の
大
阪 

病
床
計
画
で
「誤
算
」（
毎
日
） 

甘
い
判
断
・
試
算
軽
視
・
ピ
ー

ク
期
読
み
違
え…

（
読
売
） 

こ
の
間
の
マ
ス
コ
ミ
で
は
、
大

阪
の
吉
村
知
事
が
テ
レ
ビ
で
「
陣

頭
指
揮
を
執
る
姿
」
が
連
日
の
よ

う
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
一
方
で
、

大
阪
の
感
染
拡
大
、「「
看
護
師
不

足
」
「
医
療
崩
壊
危
機
」
の
深
刻

さ
に
、
そ
の
対
応
の
問
題
点
、
誤

算
を
指
摘
す
る
こ
と
が
増
え
て

き
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
報
道
の
中
で
、
「
感

染
が
増
え
始
め
た
の
に
、
住
民
投

和
歌
山
県
知
事
か
ら
の 

「
厳
し
い
」
メ
ッ
セ
ー
ジ 

和
歌
山
県
・
仁
坂
知
事
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
大
阪
府
知
事
に
対
し
て

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
公
表
。
そ
の
中
で
、 

「
和
歌
山
の

IC
U

を
後
回
し
に
、

大
阪
に
看
護
師
を
派
遣
を
決
定
」 

「
大
阪
府
に
対
し
、
感
染
の
拡
大
を

防
ぐ
た
め
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
何
度

か
行
っ
て
き
た
が
、
改
善
に
繋
が
ら

な
か
っ
た
」 

「
保
健
医
療
行
政
の
機
能
強
化
を

行
わ
な
け
れ
ば
、
国
民
が
い
く
ら
自

粛
し
て
も
感
染
は
お
さ
ま
ら
な
い
」 

「
も
っ
と
頑
張
れ
と
司
令
官
が
言

う
だ
け
で
は
失
格
で
す
」 

と
厳
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

「卒
業
式
、
在
校
生
、
来
賓
参
加

せ
ず
に
実
施
」 

な
ぜ
現
場
と
び
こ
し
て
発
表
？ 

１
２
月
１
１
日
（
金
）
に
、
市
教
委

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
突
然
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。 

「
月
曜
日
に
子
ど
も
か
ら
残
念
そ

う
に
指
摘
さ
れ
、
返
答
に
困
っ
た
」 

事
前
に
校
長
や
現
場
の
教
職
員
が

知
ら
な
い
状
況
で
、
計
画
や
準
備
を
し

て
い
る
現
場
の
先
生
に
と
っ
て
も
、
校

長
さ
え
も
な
ぜ
こ
ん
な
形
で
発
表
に

な
る
の
か
と
、
疑
問
や
憤
り
の
声
が
で

て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
教
育
行
政
の
在
り
方

が
、
現
場
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
子
供

保
護
者
の
学
校
へ
の
信
頼
の
点
か
ら

も
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
、
枚
方
教
組

は
、
夏
の
対
市
交
渉
で
も
市
教
委
に
対

し
て
、
強
く
指
摘
し
て
き
ま
し
た
。 

市
教
委
に
対
し
て
、
現
場
か
ら
声
を
上
げ
、

改
善
を
求
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 

  

 

市教委・教職員の服務について 府費教職員 市費教職員 

教職員(本人)の感染 職免 病気休暇 

教職員(本人)が濃厚接触者に認定 職免 交通機関事故休暇 

教職員同居家族が濃厚接触者に認

定 
(保健所・医師から外出自粛の要請を受けた場

合) 

職免 交通機関事故休暇 

教職員または同居家族に感染の恐
れがある場合 
風邪症状が４日以上続いているなどにより勤務しな

いことがやむを得ないと認められる場合 

職免 交通機関事故休暇 

感染症対策に伴う学校の臨時休校等
によりこの世話が必要になった場合 
子が中学就学の始期に達している場合(支援學校在

籍の子を除く)については、やむを得ない事由を記載 

職免 交通機関事故休暇 

市
教
委
・「教
職
員
の
服
務
に
つ
い
て
」 

ま
す
。 

文
科
省
の
コ
ロ
ナ
に
関
す
る
マ

ニ
ュ
ア
ル
で
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、

「
教
職
員
が
休
み
や
す
い
環
境
を

作
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
」
と
し
て

い
ま
す
。 

市
教
委
と
し
て
も
、
教
職
員
に
感

染
防
止
の
心
が
け
を
強
調
す
る
に

と
ど
ま
ら
ず
、
教
職
員
の
業
務
を

削
減
し
、
在
宅
勤
務
、
勤
務
場
所

を
離
れ
て
の
研
修
を
柔
軟
に
適
用

す
る
な
ど
し
て
冬
休
み
の
出
勤
機

会
を
減
ら
す
な
ど
の
積
極
的
な
取

り
組
み
を
す
る
べ
き
で
す
。 

文
科
省
・
感
染
対
策
「教
職
員
が
休
み
や
す
い
環
境
を
」 

吉
村
・
大
阪
府
知
事
の
対
応
遅
れ
・
誤
算
の
指
摘
が
次
々 

 

 
 

 
 
 

和
歌
山
県
知
事
か
ら
も
、
厳
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ 

業
務
削
減
と
、
弾
力
的
な
勤
務
対
応
で
出
勤
機
会
、
在
校
時
間
の
抑
制
を 

府教委通知 臨時的な自動車等の通勤許可

が特例的に認められます。 
府教委から 12/31 まで、公共交通機関で通勤している府費教職

員に「新型コロナ感染防止を目的に」を理由として、自動車通勤が

臨時的に許可されることになりました。 

学校内の駐車は、原則禁止ですので郊外の駐車場利用になりま

す。通勤中の事故は通勤災害適用、再任用、府費講師も適用されま

す。 

府費の非常勤・会計年度任用職員は部分的に手続きが変わりま

す。 

市費教職員には適用されず。 
   納得出来ないのが、市費の教職員にはこの措置が適用されない

ことです。 

  今回の措置は府教委からの通知で、府費の教職員適用。市費教職

員は、市の職員のルールが適用されるために、違いが出ています。 

枚方教組は、春の第一波のときから、市費教職員にも、府費教職

員と同じ措置が適用されるように、市教委にたいして強く要求し

てきています。 

同じ職場で、同じ職務についている職員間で、扱いに違いがある

ことは、不公平感を強め、モチベーションを低下させるものです。 

これからも、改善を求めて、力を合わせていきましょう。 

 


